
 

本報告書は、令和４年８月２５日に公表した報告書を、令和４年９月２９日に公表

した正誤表により訂正したものです。 

 

船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 貨物船 MISSY ENTERPRISE 

   ＩＭＯ番号 ９６３４６３４ 

   総 ト ン 数 ２０,９９２トン 

 

   事 故 種 類 衝突（灯浮標） 

   発 生 日 時 令和２年１０月２０日 ０９時０７分ごろ 

   発 生 場 所 香川県直島
なおしま

町直島北西方沖（直島北西方灯浮標） 

          讃岐寺
さ ぬ き て ら

島灯台から真方位２６５°１,０００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２８.８′ 東経１３３°５７.７′） 

 

 

令和４年７月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                   委   員  田 村 兼 吉 

                   委   員  岡 本 満喜子 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

貨物船MISSY
ミ ッ シ ィ

 ENTERPRISE
エ ン ター プラ イ ズ

は、船長ほか２０人（全員中華人民共和国籍）が乗り組み、

水先人が水先を行い、離岸作業中、令和２年１０月２０日０９時０７分ごろ直島北西

方灯浮標に衝突した。 

 MISSY ENTERPRISEは、左舷中央部外板に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 

灯浮標は、手すり等の曲損等を生じた。 

 

＜原因＞ 

本事故は、MISSY ENTERPRISE が、直島北西方沖において、南西流約２.４～３.３

https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2022/MA2022-8-18_2020hs0124syuuseimae.pdf
https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2022/MA2022-8-18_2020hs0124seigohyou.pdf
https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2022/MA2022-8-18_2020hs0124seigohyou.pdf


 

kn の潮流がある状況下、直島ふ頭岸壁を離岸後、水先人が船橋の中央に立ち、左舷

側から直島北西方灯浮標を真西に見るまで北進し、航過しないまま、左回頭を行った

ため、南西流の潮流を右舷真横から受けて圧流される態勢となり、船首が北西方に向

いた態勢で前進しながら船体が急速に直島北西方灯浮標に向けて接近し続け、MISSY 

ENTERPRISE の左舷中央部外板が直島北西方灯浮標に衝突したものと考えられる。 

水先人が、MISSY ENTERPRISE が直島ふ頭岸壁を離岸後、船橋の中央に立ち、左舷

側から直島北西方灯浮標を真西に見るまで北進し、航過しないまま、左回頭を行った

のは、本事故当時、西～南西流の最強潮流に達しようとする状況下、MISSY 

ENTERPRISE が直島ふ頭岸壁を離岸後、北進した場合、潮流の影響から直島ふ頭岸壁

と直島北西方灯浮標の中間付近に圧流されて直島北西方灯浮標に近づく恐れがあると

思っていたことから、内海水先区水先人会が策定した安全対策の、潮流表の精度及び

直島北西方灯浮標の東側周辺海域の潮流の特性を踏まえた直島ふ頭出港専用のＰＩＣ

を使用しないで、独自の直島ふ頭出港専用のＰＩＣを使用したものと考えられる。 

水先人が、MISSY ENTERPRISE が圧流される状況に気付くのが遅れたのは、本事故

当日、MISSY ENTERPRISE が直島ふ頭岸壁を離岸後、西～南西流の潮流により船尾方

向に下がると予想していたが、船橋から見える陸上施設の位置が変わらず、パイロッ

トサポーターに表示された船体の真針路のベクトルからも船体の前後移動もあまり感

じられなかったことから、潮流の影響がないと思ったものと考えられる。 

水先人が、有効な舵効を得る速力を得られず、直島北西方灯浮標への接近を回避す

ることができなかったのは、衝突の約２分前、MISSY ENTERPRISE が圧流される状況

に気付き、直島北西方灯浮標に近づいて衝突する危険を感じた際、MISSY ENTERPRISE

を増速させた場合、MISSY ENTERPRISE を押している引船鷲羽
わ し ゅ う

丸及び引船こづち丸が

転覆するおそれがあり、また、MISSY ENTERPRISE のプロペラを直島北西方灯浮標に

接触させたくないと思い、MISSY ENTERPRISE の増速を避けたものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

貨物船MISSY
ミ ッ シ ィ

 ENTERPRISE
エ ン ター プラ イ ズ

は、船長ほか２０人（全員中華人民共和国籍）が乗り組み、

水先人が水先を行い、離岸作業中、令和２年１０月２０日０９時０７分ごろ直島北西

方灯浮標に衝突した。 

 MISSY ENTERPRISEは、左舷中央部外板に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 

灯浮標は、防護枠等の曲損等を生じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、令和２年１１月４日、本事故の調査を担当する主管調査官

（広島事務所）を指名した。 

なお、区分変更に伴い令和３年４月２８日、１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

令和２年１１月１０日 口述聴取 

令和２年１１月１０日、１２月２日、令和３年２月１８日、２２日、２６日、４

月３０日、５月１１日、１０月２７日 回答書受領 

令和３年４月２７日 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航の経過 

‘民間会社が受信した船舶自動識別装置（ＡＩＳ）＊1の情報記録’（以下「ＡＩ

Ｓ記録」という。）よれば、令和２年１０月２０日０９時００分ごろ～０９時０８

分ごろの間における MISSY ENTERPRISE（以下「Ａ船」という。）の運航の経過は、

                         
＊1  「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態等に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶

相互間及び陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換する装置をいう。 
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表１のとおりであった。 

なお、時刻は日本標準時で示し、船位は船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの

位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、船首から１５６ｍ、船尾から２５ｍ、

左舷から１９ｍ、右舷から９ｍであった。また、対地針路及び船首方位は真方位

（以下同じ。）である。 

 

表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

(時:分:秒) 

船 位 対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力＊2 

 (ﾉｯﾄ(kn))  北緯 

（°－′ －″） 

東経 

（°－′ －″） 

09:00:26 34-28-41.1 133-58-02.7 335.0 037 0.9 

09:00:56 34-28-41.7 133-58-02.5 341.7 033 1.2 

09:01:36 34-28-42.7 133-58-02.1 340.5 028 1.7 

09:02:06 34-28-43.5 133-58-01.6 335.9 024 1.8 

09:02:36 34-28-44.4 133-58-01.1 331.8 018 1.9 

09:02:59 34-28-45.1 133-58-00.7 335.0 009 1.9 

09:03:24 34-28-45.9 133-58-00.2 332.4 355 2.2 

09:03:49 34-28-46.8 133-57-59.5 325.7 337 2.7 

09:04:13 34-28-47.6 133-57-58.4 306.7 320 3.3 

09:04:36 34-28-48.1 133-57-56.7 283.7 311 3.9 

09:04:40 34-28-48.1 133-57-56.4 280.9 310 4.0 

09:04:43 34-28-48.1 133-57-56.0 278.7 310 4.0 

09:04:49 34-28-48.2 133-57-55.5 275.9 308 4.1 

09:04:55 34-28-48.2 133-57-55.0 273.8 308 4.1 

09:05:06 34-28-48.2 133-57-54.2 271.1 306 4.2 

09:05:16 34-28-48.2 133-57-53.3 268.8 305 4.2 

09:05:26 34-28-48.1 133-57-52.4 265.0 305 4.5 

09:05:36 34-28-47.9 133-57-51.5 260.1 306 4.8 

09:05:46 34-28-47.7 133-57-50.4 256.3 308 5.1 

09:05:55 34-28-47.5 133-57-49.4 255.8 310 5.2 

09:06:06 34-28-47.3 133-57-48.4 256.5 313 5.1 

09:06:16 34-28-47.2 133-57-47.4 256.9 317 5.1 

                         
＊2  「対地速力」とは、地球表面の１点を基準に測った船の速度をいい、船が浮かんでいる水を基準

に測った船の速度を「対水速力」という。 
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09:06:24 34-28-47.0 133-57-46.6 257.3 320 5.1 

09:06:26 34-28-47.0 133-57-46.5 257.4 320 5.1 

09:06:29 34-28-46.9 133-57-46.2 257.7 322 5.0 

09:06:33 34-28-46.8 133-57-45.7 258.1 323 5.0 

09:06:37 34-28-46.8 133-57-45.4 258.8 325 4.9 

09:06:40 34-28-46.8 133-57-45.1 259.1 326 4.9 

09:06:44 34-28-46.7 133-57-44.7 259.9 327 4.8 

09:06:46 34-28-46.7 133-57-44.4 260.6 329 4.7 

09:07:00 34-28-46.6 133-57-43.3 262.9 333 4.4 

09:07:19 34-28-46.5 133-57-41.6 268.8 339 3.7 

09:07:26 34-28-46.5 133-57-41.2 271.0 340 3.7 

09:07:55 34-28-46.7 133-57-39.2 280.7 347 3.1 

09:08:26 34-28-47.3 133-57-37.7 299.0 348 2.6 

 

2.1.2 ＶＤＲの情報（船橋内の音声） 

Ａ船の航海情報記録装置*3（以下「ＶＤＲ」という。）によれば、令和２年１０

月２０日０８時５７分～０９時０７分ごろの間における船橋内及び船橋ウイングに

設置されたマイクで記録された主な音声情報は表２のとおりであった。 

なお、表中の音声情報は、水先人の船橋当直者に対する指示等並びに、引船鷲羽
わ し ゅ う

丸（以下「Ｂ船」という。）、引船こづち丸（以下「Ｃ船」という。）及び引船早
は や

国
く に

丸（以下「Ｄ船」という。）との通話である。 

 

表２ ＶＤＲの音声情報（抜粋） 

 

時 刻 

(時:分:秒) 
主な音声等 

08:58:18 Ｂ船（１番艇）：引き方用意ができました。 

08:58:21 Ｃ船（３番艇）：用意ができました。 

08:58:45 事故当時の水先業務をしていた水先人*4（以下「水先人Ａ」とい

う。）：各船、デッドスロー引き方始め。 

08:59:59 水先人Ａ：デッドスローアヘッド。 

                         
*3
 「航海情報記録装置（ＶＤＲ: Voyage Data Recorder）」とは、船位、針路、速力、レーダー情報

等の航海に関するデータのほか、ＶＨＦ無線電話の交信や船橋内での音声等を記録することができ

る装置をいう。 
*4
 「水先人」とは、水先法の規定により、一定の水先区について水先人の免許を受けた者をいう。 
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09:00:04 水先人Ａ：１番、３番スローアップ。 

09:00:11 Ｄ船（２番艇）：右オモテ押し方用意ができました。 

09:00:13 水先人Ａ：２番、右オモテスローで押す。 

09:00:18 水先人Ａ：スローアヘッド。 

09:01:49 水先人Ａ：１番ハーフアップ。 

09:02:25 水先人Ａ：３番ストップ。 

09:02:34 水先人Ａ：３番、６時方向に行く。 

09:02:56 Ｄ船（２番艇）：押しますか。 

09:03:01 水先人Ａ：スローで押す。 

09:03:04 水先人Ａ：デッドスローアヘッド。 

09:03:07 水先人Ａ：ハードポート。 

09:03:17 水先人Ａ：１番スローダウン。 

09:03:29 Ｃ船（３番艇）：６時にラインを張っている。 

09:03:32 エンジンを掛けています。 

09:03:34 Ｃ船（３番艇）：トモ、了解、クリアです。 

09:03:40 水先人Ａ：タグ１番も６時方向ライン張る。 

09:03:45 水先人Ａ：２番、ストップ。 

09:03:51 水先人Ａ：ミジップ。 

09:04:01 水先人Ａ：２番艇、前方警戒。 

09:04:09 水先人Ａ：ハードスターボード。 

09:04:49 Ｄ船（２番艇）：潮流、２３０°方向２．６ノット。 

09:04:54 水先人Ａ：２３０°方向２．６ノット了解。 

09:04:59 水先人Ａ：エンジンスローアヘッド。 

09:06:14 Ｃ船（３番艇）：船尾が大分ブイの方に寄せられています。 

09:06:21 水先人Ａ：１番、３番押す準備。 

09:06:33 水先人Ａ：１番、３番スローで押す。 

09:06:52 水先人Ａ：ハーフアヘッド。 

09:06:40 水先人Ａ：１番、３番フルで押す。 

09:07:04 Ｃ船（３番艇）：キャプテン、船尾がブイに当たりそうだ。 

09:07:19 Ｃ船（３番艇）：キャプテン、ブイの方に当たりますから。 

09:07:34 Ｃ船（３番艇）：ブイに当たった。 

 

2.1.3 乗組員の口述等による事故の経過 

水先人Ａ及びＣ船の船長（以下「船長Ｃ」という。）の口述、Ｂ船の船長（以下
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「船長Ｂ」という。）及び船長Ｃの回答書によれば、次のとおりであった。 

Ａ船は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）ほか２０人（全員中華人民共和

国籍）が乗り組み、船橋で船長Ａが操船の指揮をとり、水先人Ａが水先を行い、航

海士を見張りに、操舵手を操舵にそれぞれ配置し、電子海図情報表示装置（ＥＣＤ

ＩＳ）及びレーダー２台をそれぞれ起動し、直島北西岸に位置する直島ふ頭岸壁

（以下「本件岸壁」という。）に右舷着けで出港準備の状態であった。 

Ａ船は、左舷船首にＢ船及び左舷船尾にＣ船の各タグラインをＡ船の左舷船首部

と左舷船尾部にそれぞれ係止し、右舷船首部にＤ船を配置した後、令和２年１０月

２０日０９時００分ごろ、大分県大分市佐賀関港に向けて離岸した。 

水先人Ａは、Ａ船のＥＣＤＩＳで‘直島北西方灯浮標’（以下「本件灯浮標」と

いう。）を確認し、また、自身が持参したパイロットサポーター＊5（以下「ＰＰＵ」

という。）を作動させて船橋の中央前面窓の下に置いて船橋の中央前面に立ち、左

舷方の本件灯浮標を視認した後、Ｂ船及びＣ船に対し、Ａ船を９時の方向に引かせ

た。 

水先人Ａは、０９時０３分ごろＡ船が本件岸壁に平行の状態でＡ船の全長ほど離

れたところで、約３０°の左回頭を行おうとＤ船に右舷船首方に回りＡ船の右舷船

首を押すよう指示した後、主機を極微速力前進運転としてＡ船が左回頭を始め、Ｄ

船に押すのを止めるよう指示し、前方の警戒に当たるよう伝えた。 

水先人Ａが、ＰＰＵ、Ａ船のＥＣＤＩＳ及びレーダーの画面で、Ａ船及び本件灯

浮標の位置等を確認しながら水先に当たり、０９時０４分ごろ、船首方位約３３０°

の北北西方まで左回頭し、主機を微速力前進運転として、船首方位約３１３°の北

西方に向いたところで、南西流の潮流によって回頭速度が減衰できず船体が西方に

向かって圧流される状況に気付いた。 

水先人Ａは、船橋の中央前面に立ち、ＰＰＵ、Ａ船のＥＣＤＩＳ及びレーダーの

画面で本件灯浮標に近づいているのを視認し、同時に船長Ａ及びＣ船より本件灯浮

標に近づいている旨の報告を受けた。 

水先人Ａは、左舷ウイングに出て本件灯浮標を視認しながら、右舵一杯の状態で、

主機を半速力前進運転とし、また、Ｂ船及びＣ船がそれぞれＡ船の左舷船首側及び

左舷船尾側において３時の方向に全力で押すよう指示し、姿勢制御を行って本件灯

浮標に接近しないよう避航行動をとったものの、船首が北西方に向いた態勢で船体

が急速に本件灯浮標に向けて圧流され続け、０９時０７分ごろ、Ａ船の左舷中央部

（船体中央と船橋前面の中間付近）外板が、本件灯浮標に衝突し、本件灯浮標が水

                         
＊5  「パイロットサポーター（ＰＰＵ：Portable Pilot Unit）」とは、位置情報受信装置と電子海図

を備えたノートパソコンで構成され、水先業務に必要な情報を表示する電子機器をいう。 
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没した後、Ａ船の右舷側に浮上した。 

Ａ船は、水先人ＡがＶＨＦ無線電話で海上保安庁に本事故の発生を通報した後、

大槌
おおづち

島西方の仮錨地に投錨した。 

海上保安庁は、０９時１５分ごろ、船長Ａから、本件灯浮標に接触した旨の通報

を受け、同庁職員を現場に向かわせ、Ａ船が接触したことに起因する本件灯浮標の

損傷等の被害を確認した。 

 

本事故の発生日時は、令和２年１０月２０日０９時０７分ごろで、発生場所は、

讃岐寺
さ ぬ き て ら

島灯台から２６５°１,０００ｍ付近、北緯３４°２８.８′、東経１３３°

５７.７′であった。 

（付図１－１ 事故発生場所概略図、付図１－２ ＡＩＳ記録（１０秒） 参照） 

 

２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報 

 海上保安庁の回答書及び水先人Ａの口述によれば、Ａ船に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷等に関する情報 

水先人Ａの口述並びに海上保安庁及び水先人Ａが所属する内海水先区水先人会（以

下「本件水先人会」という。）の回答書によれば、Ａ船は、左舷中央部外板から船底

部付近に擦過傷を生じた。 

Ａ船からの漏油等はなかった。 

 

２.４ 船舶以外の施設等の損傷に関する情報 

海上保安庁の回答書によれば、次のとおりであった。 

本件灯浮標は、灯標用灯器及び太陽電池パネルの破損、頭標取付け金具、太陽電池

架台及び昇降口手すりの曲損、標体胴板の擦過傷等が生じた。（図１参照） 
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図１ 本件灯浮標の損傷状況（海上保安庁提供） 

 

２.５ 乗組員等に関する情報 

(1) 年齢、海技免状等 

① 船長Ａ ３９歳 国籍 中華人民共和国 

      締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

   ② 水先人Ａ ７１歳 

内海水先区一級水先人水先免状 

 免 許 年 月 日 平成１６年２月２日 

 免 状 交 付 年 月 日 令和２年１月２３日 

 免状有効期間満了日 令和５年２月１日 
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③ 船長Ｂ ４７歳 

三級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成６年８月９日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成３０年９月１２日 

       免状有効期間満了日 令和５年９月１１日 

④ 船長Ｃ ３８歳 

四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成２０年９月２２日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成３０年５月１８日 

       免状有効期間満了日 令和５年９月２１日 

(2)  水先人Ａの履歴等 

水先人Ａの口述及び本件水先人会の回答書によれば、次のとおりであった。 

    水先人Ａは、昭和４４年に外航の船会社に入社し、海技士としての経験を積

み、同社が運航する船舶で船長職を執り、退社後、平成１６年２月、内海水先

区一級水先人免許を取得後、平成１６年３月に本件水先人会に入会し、内海水

先区の水先人となり、水先業務に従事して約１７年であった。 

水先人Ａは、本件岸壁での出港水先操船の経験が３回あったが、前回の出港

水先操船が本事故発生の約５～６年前であり、また、西～南西流の最強潮流時

での同操船が初めてであった。 

本事故当時、健康状態は良好であり、裸眼で出港水先操船を行っていた。 

 

２.６ 船舶に関する情報 

 2.6.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

  ＩＭＯ番 号  ９６３４６３４ 

  船 籍 港  パナマ共和国 パナマ 

  船舶所有 者  SE BULKER CORPORATION 

船舶管理会社  SINCERE INDUSTRIAL CORPORATION 

  船 級  ＮＫ 

  総 ト ン 数  ２０,９９２トン 

  Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １８１.１６ｍ×２８.４０ｍ×１４.２５ｍ 

  船 質  鋼 

  機 関  ディーゼル機関１基 

  出 力  ６,０００kＷ 

  推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 
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  進 水 年 月 日  ２０１３年７月２５日 

(2) Ｂ船 

船 舶 番 号  １３６２０１ 

  船 籍 港  広島県呉市 

  船舶所有 者  株式会社シーゲートコーポレーション 

     総 ト ン 数  ２４４トン 

  Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ３３.４８ｍ×９.８０ｍ×４.２１ｍ 

  船 質  鋼 

  機 関  ディーゼル機関２基 

  出 力  １,４７１kＷ／基 合計２,９４２kＷ 

  推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ２個 

     進水年月 日  平成１４年３月１２日 

(3) Ｃ船 

船 舶 番 号  １４２３５３ 

  船 籍 港  兵庫県神戸市 

  船舶所有 者  日本栄船株式会社 

             栄吉海運株式会社 

     総 ト ン 数  ２０５トン 

  Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ３３.７５ｍ×９.００ｍ×３.９９ｍ 

  船 質  鋼 

  機 関  ディーゼル機関２基 

  出 力  １,６１８kＷ／基 合計３,２３６kＷ 

  推 進 器  ５翼固定ピッチプロペラ２個 

   進 水 年 月  平成２６年１１月 

 

2.6.2 積載状態等 

水先人Ａの口述によれば、Ａ船は、石炭を満載状態で本件岸壁に入港し、本事故

当時、半載状態で次の揚地の佐賀関港へ向かうとし、出港時の喫水が船首約７.４２

ｍ、船尾約８.６６ｍであった。 

 

2.6.3 本事故当時のＡ船の主機及び航海計器等 

水先人Ａの口述によれば、Ａ船は、本事故当時、水先人Ａが乗船後、出港の準備

に取り掛かり、主機を始動した後、船長が船橋の操縦装置で主機の前後進運転の確

認を行い、また、ＥＣＤＩＳの画面を表示したほか、３海里（Ｍ）レンジ及び１.５

Ｍレンジでヘッドアップ表示させたレーダー２台をそれぞれ起動して異常がないこ
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とを確認し、出港を待った。 

 

２.７ 本件灯浮標に関する情報 

海上保安庁の灯台表（令和２年３月刊行）及び海上保安庁の回答書によれば、本件

灯浮標は、赤色球形頭標を１個付けた赤白縦じまのやぐら
．．．

形の灯浮標であり、設置位

置が、直島南西方沖の北緯３４°２８.８′、東経１３３°５７.７′であった。また、

灯質は、明２秒、暗２秒の等明暗白光で、レーダー反射器を備えた直島水道の航路標

識で、海面下の錨鎖長が約６７ｍであった。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本件灯浮標 

 

２.８ 気象及び海象等に関する情報 

2.8.1 気象観測値 

本事故現場の南東方約１０.８Ｍに位置する高松地方気象台における観測値は、

次のとおりであった。 

０９時００分 天気 晴れ、気温 １７.４℃、風向 西、風速 ０.４m/s 

０９時１０分 天気 晴れ、気温 １７.９℃、風向 北北西、風速 １.２m/s 

 

 

拡大 

＊本件灯浮標 

直島港～岡山県宇野港間のフェリーから、 

宇野港向け直島港出港後に撮影した。 
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2.8.2 潮汐及び潮流 

(1) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、備讃瀬戸における本事故当時の潮汐は、

潮流が０９時ごろ西流の約２.９kn、０９時５２分ごろ最強潮流で、西流の

約３.１kn であり、また、気象庁の高松潮位観測所の観測から、本事故当時、

上げ潮の初期～中央期の中間位で潮高は約９４cm であった。 

(2)  海上保安庁によれば、本事故時、直島北西方沖の本件灯浮標付近の潮流計

測値は、次のとおりであった。 

０９時００分ごろ 流向２２１°、流速約２.４０kn 

０９時１０分ごろ 流向２２２°、流速約２.３８kn 

(3) 水先人Ａの口述によれば、水先人Ａは、本件水先人会が作成した潮汐デー

タから、本事故当日１０時ごろ、本件灯浮標の東方海域の潮流が、西～南西

流の最強潮流（約２.５kn）に達することを知り、Ａ船での水先業務を行う

前に、本件灯浮標の東方海域の潮流調査を行う目的で、Ｂ船に乗船して本件

灯浮標付近の東方海域に向かい、船長Ｂより、本件灯浮標の東方海域の潮流

が、Ｂ船の潮流計で西流約２.２kn である旨の報告を受けた。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本事故当時の水先人Ａが持参した本件水先人会作成の潮汐データ 

 

また、船長Ｄの口述によれば、０９時０４分４９秒ごろ、Ｄ船が本件灯浮

標の東北東方沖約２５０ｍにおいて計測した潮流が流向２３０°、流速２.６

kn であり、水先人Ａに通報を行った。 

 

2.8.3 本件灯浮標周辺海域における潮流の状況 

(1) 海上保安庁刊行の潮汐表及び瀬戸内海水路誌によれば、次の記載があった。 

   「潮汐表」潮汐・潮流表の説明（抜粋） 

09（時）:西流約２.３kn 

10（時）:西流約２.５kn 
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標準地点の精度として転流時は一般的に２０分～３０分以内、最強流速は

３０％以内で実際と一致するが、異常な気象等の際は著しい差を生じること

がある。 

  「瀬戸内海水路誌」備讃瀬戸の潮流（抜粋） 

    随所に島や浅瀬が散在するため、流速や流向は地形によって変化し、島陰

などでは反流域となり、ところどころで急潮や渦流が発生する。 

(2) 海図Ｗ１５４（宇野港及付近）（以下「本件海図」という。）によれば、本

件灯浮標の至近に、上げ潮流の最強流速が約１.９kn であり、流向が南西で

あることを示す潮流矢符及び下げ潮流の最強流速が約１.７kn であり、流向

が北北東であることを示す潮流矢符が記載されている。 

 

2.8.4 本件灯浮標周辺海域における潮流調査 

海上保安庁によれば、海上保安庁は、本事故後、直島北西方海域の潮流が本件海

図の記載より早いとの情報を受け、令和２年１１月１７日、直島北西方灯浮標周辺

海域における潮流観測を行った結果、以下のとおりであった。（図２参照） 

(1) 潮流観測結果（抜粋） 

時間帯③０７：４４～０８：０６ 

時刻 緯度 経度 ５ｍ層 ６ｍ層 

時分秒 度 分 秒 度 分 秒 流速 流向 流速 流向 

075146 34 28 46.8 133 57 48.8 3.71 231.7 3.70 231.3 

075917 34 28 47.2 133 57 56.8 2.55 221.3 2.56 217.7 

時間帯④０８：１７～０８：３８ 

時刻 緯度 経度 ５ｍ層 ６ｍ層 

時分秒 度 分 秒 度 分 秒 流速 流向 流速 流向 

082436 34 28 47.1 133 57 48.6 4.28 237.3 4.25 236.8 

083217 34 28 46.9 133 57 55.9 2.91 228.8 2.93 225.9 

(2) 流速が最も速いのは、同灯浮標から東方約２００ｍ（北緯３４度２８分 

４７.１秒 東経１３３度５７分４８.６秒）の地点の海面下５ｍ、６ｍ、７

ｍ層の西南西流約４.３kn であり、同灯浮標から東北東方向の海域は周辺よ

りも早い潮流であった。  

(3) 直島北西方灯浮標に設置して潮流観測した海図記載の潮流矢符の流速は、

昭和６１年（１９８６年）に調査した資料に基づくものであり、（中略）同

資料から推算した流速値とほぼ同位置における今回の調査結果を比較したと
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ころ、流速比＊6（潮流観測結果／潮流推算流速）が０.９４～１.０９となり、

大きな齟齬
そ ご

はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 調査海域（直島北西方）（海図Ｗ１５４）海上保安庁提供 

 

 

２.９ 過去６年以内の本件水先人会会員の水先操船中による本件灯浮標の接触事故 

2.9.1  本件灯浮標の接触事故の状況 

水先操船による本件岸壁の離岸後に発生した本件灯浮標の接触事故は、本事故の

発生で４回目であり、過去３回の発生は、以下のとおりであった。 

（＊下記記録は、本件水先人会提出資料より引用）（当該灯浮標＝本件灯浮標） 

(1) 発生日時：２０１４年（平成２６年）１１月６日０７時５５分ごろ 

・船舶の状況：貨物船 総トン数３１,１４４トン 

・使用引船隻数：２隻 

・本事故当時の気象海象状況： 

天気 曇り、風力 微風、視界 良好 

                         
＊6  「流速比」とは、標準港及び標準地点の当日の流速に乗ずる数値で、その他の流速の概値を求め

るための改正数をいう。 
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潮流 西流約２.５kn 

    ・動静：本件岸壁を出港離岸後に発生 

・被害の状況： 

貨物船、左舷側後部付近に擦過傷 

      本件灯浮標、軽度の擦過傷 

（二次災害）：漏油、人身災害なし 

上記事故に係る、本件水先人会による ‘水先人全会員向け通達の再発防止

対策の通知書’（以下「全会員向け通知文書」という。）によれば、以下のとお

り記載されていた。 

  事故再発防止対策について  

（抜粋） 

６．再発防止対策 

・本事例を全会員に周知し注意喚起する。 

  ＊本件は、舵の不具合により発生した事例である為、再発防止策を策定する

ことは困難であるが、水先人として自然状況（風潮流等）を勘案し、舵故障

等の緊急時に強潮流による圧流等、不測の事態に対応できるよう心構えをし

ておくことが必要と考えられる。 

(2) 発生日時：２０１６年（平成２８年）１月２４日０８時４５分ごろ 

・船舶の状況：貨物船 総トン数１９,０１９トン 

・使用引船隻数：２隻 

・本事故当時の気象海象状況： 

天気 曇り、風速 約２m/s、風向 北西、視界 良好 

潮流 事前情報南西流、 

（本事故当時、引船潮流計の情報で北西流約１.８kn） 

・動静：本件岸壁を出港離岸後に発生 

・被害の状況： 

貨物船、左舷中央部付近に擦過傷 

本件灯浮標、灯火保護部材及び反射板の破損、灯火障害 

（二次災害）：漏油、人身災害なし 

上記事故に係る、本件水先人会による全会員向け通知文書によれば、以下の

とおり記載されていた。 

  事故再発防止対策について  

（抜粋） 

  ６．再発防止対策 

  ・潮流に関する情報を収集の上、精査分析すること。（錨泊船、ブイの傾
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斜等） 

  ・潮流が西流時においては、当該灯浮標を真西（２７０度）に見るまで、

船速５～６ノットを維持すると共に左回頭を止める。 

   当該灯浮標を航過後、徐々に増速しつつ、左回頭し、宇野３号錨地方向

に定針する。又、西流時には当該灯浮標に向けて圧流されるので、回頭す

る角度及び角速度が過大にならぬよう注意すること。 

・離岸時の風潮流を勘案し、特に船速が十分に上がらない間における強潮

流の圧流に注意すること。 

・当該灯浮標が本船左舷側に異常接近した際には、当該灯浮標を見て航過

することも考慮すること。 

上記の再発防止対策を全会員に周知して注意を喚起する。 

(3) 発生日時：２０１６年（平成２８年）５月５日１７時３０分ごろ 

・船舶の状況：貨物船 総トン数３０,６８１トン 

・使用引船隻数：２隻 

・本事故当時の気象海象状況： 

天気 曇り、風力 ３、風向 西、 

潮流 南西流約２.５kn 

   ・動静：本件岸壁を出港離岸後に発生 

・被害の状況： 

貨物船、左舷側船橋下付近から後部外板に擦過傷 

      本件灯浮標、西方に約５００ｍ移動し、構造物の一部に変形 

    （二次災害）：漏油、人身災害なし 

上記事故に係る、本件水先人会による全会員向けの通知文書によれば、以下の

とおり記載されていた。 

 事故再発防止対策について  

（抜粋） 

  ６．再発防止対策 

（抜粋） 

   本件事故に関する具体的な再発防止対策として、次の事項が考えられる。 

 (1) 潮流に関する情報を収集の上、精査分析すること。（錨泊船、ブイの傾

斜等） 

(2)  潮流の流向、流速は、総合的に判断すること。 

(3) 当該灯浮標を十分にかわすことができる操船海域を確保すること。具

体的には、潮流が西流時においては、当該灯浮標を真西（２７０度）に

見るまで、北進し、航過後、徐々に増速しつつ左回頭し、宇野３号錨地
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方向に定針すること。 

(4) 当該灯浮標を安全に航過するまで、タグラインを係止したまま、曳船

の支援をうけること。 

(5) 当該岸壁からの出港用として、西流時に該灯浮標を十分に離す操船方

法を記載した Pilot information Card（ＰＩＣ＊7）を作成する。 

 

2.9.2 本件岸壁出港専用のＰＩＣ 

本件水先人会によれば、平成２８年５月５日、本件灯浮標の接触事故が発生した

ことにより、同年９月、海上保安庁刊行の潮汐表及び瀬戸内海水路誌（備讃瀬戸の

潮流）等に従って、安全対策として‘潮流表の精度及び本件灯浮標の東側周辺海域

の潮流の特性を踏まえた直島ふ頭出港専用のＰＩＣ’（以下「直島ふ頭ＰＩＣ」と

いう。）を作成し、本件水先人会全会員に周知した。（図３参照） 

本件水先人会作成のＰＩＣ 

・当該岸壁からの出港用として、西流時に当該灯浮標を十分離す操船方法を記載

したＰＩＣを作成する。 

・直島ふ頭ＰＩＣ 

 ① 当該灯浮標を安全に航過するまで、タグラインを係止したまま、曳船の支

援をうけること。 

② 当該灯浮標を十分にかわすことができる操船海域を確保すること。具体的

には、潮流が西流時においては、当該灯浮標を真西（２７０度）に見るまで

北進し、航過後、徐々に増速しつつ左回頭し、宇野３号錨地方向に定針する

こと。 

 

2.9.3 本件水先人会による安全対策の通知文書 

  本件水先人会は、過去２回の本件灯浮標の接触事故が発生した際、再発防止策を

策定して全会員に周知したものの、その教訓が生かされず、３回目の本件灯浮標の

接触事故が発生したことで、再発防止策の再認識を行う目的で平成２８年１０月２

８日、本件灯浮標接触事故に係る、以下の安全対策の通知文書を発行し全会員に周

知して注意を喚起した。 

   直島ふ頭出港時の安全対策について 

（抜粋） 

安全対策 

                         
＊7  「ＰＩＣ：Pilot Information Card」とは、水先人から船長に手渡される港、操船方法及びタグ

ボートなどに関する情報を記載した書類をいう。 
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１．出港船については、出港予定時刻が西流時のみ曳船１隻を追加配備する。 

  （但し、当初より曳船３隻配備の船舶は除くこととする。） 

２．標記岸壁出港専用のＰＩＣを使用し、操船方法を本船船長に説明する。 

３．当該灯浮標を安全に航過するまで船首尾のタグラインを係止し、曳船の 

支援を受けることのできる態勢を保持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図３ 直島ふ頭ＰＩＣ（本件水先人会提供） 

 

2.9.4 水先人Ａの直島ふ頭出港専用のＰＩＣ 

水先人Ａの口述によれば、水先人Ａは、本事故時、Ａ船に乗船後、船長Ａに対し、

Ａ船の全長程平行に離岸した後、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船を使用して約３０°左回頭し、

姿勢制御をとりながら、船首を宇野３号錨地の南方付近に向け、主機を増速して本

件灯浮標の北東方海域約１５０ｍのところを航過する、水先人Ａが事前に作成した

‘独自の直島ふ頭出港専用のＰＩＣ’（以下「本件ＰＩＣ」という。）を提示し、

海図を使用して本件灯浮標付近の潮流の流向及び流速を示す等、本件ＰＩＣによる

本件灯浮標 

北 
潮流 

西流時における推奨出港進路： 

本件灯浮標を真西 

（真方位：２７０°）に見る

まで北進し、航過後、徐々に

増速しつつ左回頭を行う 

本件岸壁 

真方位：２７０°ライン 

宇野３号錨地 
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水先操船計画での操船要領の説明を行った。（図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 本件ＰＩＣ（本事故時） 

 

２.１０ 水先人Ａの本件岸壁離での水先操船の状況 

水先人Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

 (1)  水先人Ａは、過去の本件灯浮標接触事故を知り、Ａ船が本件岸壁を離岸後、

船橋の中央に立ち、左舷側から本件灯浮標を真西（真方位約２７０°）に見る

まで北進し、航過後、徐々に増速しつつ左回頭し、宇野３号錨地方向に定針す

る等の直島ふ頭ＰＩＣを使用することを周知した本件水先人会の安全対策を知

っていた。 

(2) 水先人Ａは、本事故当日、西～南西流の最強潮流の状況下、Ａ船が離岸後、

北進した場合、潮流の影響から本件岸壁と本件灯浮標の中間付近に圧流されて

Ａ船 

本件灯浮標 

本件岸壁 

北 

真方位：２７０°ライン 

宇野３号錨地 

①Ｂ船 

②Ｄ船 

③Ｃ船 
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本件灯浮標に近づくおそれがあると思っていたので、Ａ船の全長程平行に離岸

した後、約３０°左回頭し、主機を増速して本件灯浮標の北東方海域約１５０

ｍのところを航過する、本件ＰＩＣを作成した。 

(3) 水先人Ａは、本事故時、Ａ船に乗船後、持参したＰＰＵ及びＡ船のＥＣＤＩ

Ｓで本件灯浮標を確認し、Ａ船が本件岸壁を離岸後、ＰＰＵ及びＡ船のＥＣＤ

ＩＳに表示される航跡を見ながら本件灯浮標を確認し、また、Ａ船が本件灯浮

標に接近した際、船橋の左ウイング及び中央前面部のジャイロコンパス付近か

ら本件灯浮標を目視で確認した。 

(4) 水先人Ａは、本事故時、Ａ船が本件岸壁を離岸後、船橋から見える陸上施設

の位置及びＰＰＵに表示されるＡ船の位置、船体の真針路のベクトルから、潮

流による圧流の影響の有無を確認した。 

(5) 水先人Ａは、本事故時、Ａ船が本件岸壁を離岸した際、西～南西流の潮流に

より船尾方向に下がると予想していたものの、船橋から見える陸上施設の位置

が変わらず、ＰＰＵに表示された船体の真針路のベクトルからも船体の前後移

動もあまり感じられず、潮流の影響がないと思った。 

(6) 水先人Ａは、本事故時、Ａ船が圧流される状況に気付き、本件灯浮標に近づ

いて衝突する危険を感じた際、Ａ船を増速させた場合、Ａ船を押しているＢ船

及びＣ船が転覆する恐れがあり、また、Ａ船のプロペラを本件灯浮標に接触さ

せたくないと思い、Ａ船の増速を避けたので、有効な舵効を得る速力を得られ

ず、本件灯浮標への接近を回避することができなかったと本事故後に思った。 

 

２.１１ 本事故時のＢ船及びＣ船の状況 

船長Ｂ及び船長Ｃの回答書によれば、次のとおりであった。 

2.11.1 Ｂ船 

(1)  船長Ｂは、本事故時、水先人Ａより、事前の打合せで、本件ＰＩＣを提示

しながら、本件灯浮標に接近しないよう東寄りに大回りで通過する旨を伝え

られた。 

(2) 船長Ｂは、本事故当日、本件灯浮標の東方海域の潮流が２kn 以上で流れ

ているので、Ａ船が離岸後に西方に圧流されると予想し、本事故時、Ａ船が

離岸後、周辺の風景を見て潮流によってＡ船が圧流されている状況を感じた。 

 

2.11.2 Ｃ船 

(1) 船長Ｃは、本事故時、水先人Ａより、事前の打合せがなかった。 

(2) 船長Ｃは、本事故時、本件灯浮標の東方海域が、潮汐表で西流の潮流が２

kn 以上であることを知り、Ａ船の離岸前、西方に圧流されると予想し、Ａ
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船の離岸作業後、Ｃ船のＡＩＳの情報を注目し、対地針路及び対地速力のベ

クトル及び速力計（ドップラーログ）を見て潮流によるＡ船の圧流の影響を

感じ、Ａ船が圧流され本件灯浮標に近づいている旨を水先人Ａに報告した。 

 

２.１２  ＡＩＳデータよるＡ船の圧流及び本件灯浮標接近状況 

(1) ＡＩＳデータによれば、０９時００分ごろ～０９時０７分２０秒ごろの対地

針路及び船首方位から、Ａ船の圧流及び本件灯浮標接近状況は以下のとおりで

あった。 

① Ａ船は、０９時００分２６秒ごろ～０９時０２分５９秒ごろＡ船の船首

（船首方位０３７°～００９°）及び船尾が本件岸壁に平行の状態で離岸し

た。 

② Ａ船は、０９時０３分２４秒ごろ、本件岸壁前面の北側付近で、約２.２

kn の速力で前進しながら、左回頭を始めた。 

③ Ａ船は、０９時０４分３６秒ごろ、速力約３.９kn、船首方位３１１°、

船首が北西方に向いたところで、南西流の潮流を右舷真横から受けて圧流さ

れる態勢となり、前進しながら、船体が西方に向かって接近した。 

④ Ａ船は、０９時０４分４０秒ごろ～０９時０５分１６秒ごろ、約４.０～

４.２kn の速力で船首方位３１０°から３０５°までゆっくりと左回頭した

後、０９時０５分２６秒ごろ～０９時０６分４０秒ごろ、前進しながら船首方

位が３０５°から３２６°まで（船尾を左舷方に振りながら）右回頭し、約

４.５～５.２kn の速力で、南西流の潮流に圧流され、船体が急速に本件灯

浮標に向かって接近し続けた。 

(2) Ａ船は、０９時０６分４６秒ごろ、左舷中央部が本件灯浮標の設置位置付近

を通過し、０７分１９秒ごろ、引き続き前進し、南西方に圧流されながら船首

が北西方に向いた態勢で、約３.７kn の速力で、左舷中央部（船体中央と船橋

前面の中間付近）が、本件灯浮標の推定位置（設置位置の約２２２°約５８ｍ。

以下「本件灯浮標推定位置」という。）を通過した。 

なお、本件灯浮標推定位置は、本件灯浮標付近の０９時１０分ごろの流向

（計測値）及び当該水深における本件灯浮標の移動可能距離などにより推定し

たものである。 

(3) Ａ船が圧流された状況について、本件灯浮標推定位置東方の約３００ｍ及び

約２００ｍの場所において、ベクトル解析した結果、次のとおりであった。 

なお、風による圧流は、無視できる程度であり、それぞれの場所の潮流の流

向については、前述の海上保安庁の潮流観測結果のうち最も近い場所の水深約

５～７ｍにおける、最強潮流時刻３０分前ごろの平均値の約２２０°及び約 
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２３２°とした。 

① Ａ船は、０９時０５分１６秒ごろ、本件灯浮標推定位置東方約３００ｍの

場所において、右舵一杯の状態で左舷方への回頭惰力がなくなって船首が

３０５°で安定した状態で、南西方（約２２０°）方向に約２.５kn の速力

で圧流されていた。（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ ０９時０５分１６秒ごろのＡ船の圧流の状況 

 

② Ａ船は、０９時０５分５５秒ごろ、本件灯浮標推定位置東方約２００ｍの

場所において、右舵一杯で船尾部が左舷方に約０.９kn の速力で振れた状態

で、南西方（約２３２°）に約３.３kn の速力で圧流されていた。（図６、

図７参照） 
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図６ ０９時０５分５５秒ごろのＡ船の圧流の状況 

 

転心*8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ ０９時０５分５５秒ごろのＡ船の右転による横移動等の状況 

 

                         
*8
  「転心」は、旋回中心から船首尾線に降ろした垂線との交点であり、旋回中は、転心を中心とし

て船があたかも自転しているように見える。 
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３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１及び２.１２から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船は、左舷船首にＢ船及び左舷船尾にＣ船の各タグラインをＡ船の左舷

船首部と左舷船尾部にそれぞれ係止し、右舷船首部にＤ船を配置した後、令

和２年１０月２０日０９時００分ごろ、船長Ａほか２０人が乗り組み、水先

人Ａが水先を行い、大分県佐賀関港に向け本件岸壁を離岸した。 

(2) Ａ船は、０９時０３分ごろ、Ａ船が本件岸壁に平行の状態でＡ船の全長の

距離ほど離れ、本件岸壁前面の北側付近で、左回頭を始めた。 

(3) Ａ船は、０９時０４分ごろ、船首方位約３３０°の北北西方まで左回頭し、

０９時０４分過ぎ、船首が北西方に向いたところで、南西流の潮流を右舷真

横から受ける態勢となり、南西流の潮流によって回頭速度が減衰できず船体

が西方に向かって圧流された。 

(4) Ａ船は、右舵一杯の状態で半速力前進運転とし、Ｂ船及びＣ船がそれぞれ

Ａ船の左舷船首側及び左舷船尾側において３時の方向に全力で押し、姿勢を

制御して本件灯浮標に接近しないよう避航を始めたものの、船首が北西方に

向いた態勢で船体が本件灯浮標の東方至近に圧流された。 

(5) Ａ船は、その後、船首が北西方に向いた態勢で前進しながら船体が急速に

本件灯浮標に向けて圧流され続け、０９時０７分ごろ、左舷中央部（船体中

央と船橋前面の中間付近）外板と本件灯浮標とが衝突した。 

  

3.1.2 衝突の状況 

２.１、2.8.2(2)及び２.１２から、０９時００分～０９時１０分ごろ、本事故時、

直島北西方本件灯浮標付近の潮流が南西流約２.４～３.３kn の状況下、Ａ船は、

０９時０５分ごろ、水先人Ａが本件灯浮標に接近しないよう避航行動をとったもの

の、南西流の潮流を右舷真横から受ける態勢となり、船首が北西方に向いた態勢で

船体が急速に本件灯浮標に向け圧流され続け、０９時０７分１９秒ごろ、速力約 

３.７kn、船首が約３３９°に向いた状態で本件灯浮標に衝突したものと考えられ

る。 

なお、ＶＤＲの音声情報において、０９時０７分３４秒ごろに、Ｃ船から衝突し

たとの報告が行われていることから、ＶＤＲの音声情報は、ＡＩＳの位置情報に対

して１０秒程度の遅れがあるものと考えられる。 
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3.1.3 事故発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、令和２年１０月２０日０９時０７分ごろで、

発生場所は、讃岐寺島灯台から２６５°１,０００ｍ付近であったものと推定され

る。 

 

3.1.4 損傷等の状況 

２.３及び２.４から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、左舷中央部外板から船底部付近に擦過傷を生じたものと認められ

る。 

(2) 本件灯浮標は、灯標用灯器及び太陽電池パネルの破損、頭標取付け金具、

太陽電池架台及び昇降口手すりの曲損、標体胴板の擦過傷等が生じたものと

推定される。 

 

3.1.5 死傷者等の状況 

２.２から、Ａ船に死傷者はいなかったものと推定される。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 水先人Ａの状況 

２.５及び２.５(2)から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 水先人Ａは、適法で有効な水先免状を有していたものと認められる。また、

本事故当時、健康状態は良好であり、裸眼で出港水先操船を行っていた。 

(2) 水先人Ａは、本件岸壁での出港水先操船の経験が３回あったが、前回の同

水先操船が本事故発生の約５～６年前であり、また、西～南西流の最強潮流

時での同水先操船が初めてであった。 

 

3.2.2 船舶の状況 

2.6.2 及び 2.6.3 から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船は、本事故当時、石炭を半載状態で次の揚地の佐賀関港へ向かうとし、

本件岸壁を出港離岸時の喫水が船首約７.４２ｍ、船尾約８.６６ｍであった。 

(2) Ａ船は、主機及び航海計器の機器類に不具合又は故障がなかった。 

 

3.2.3 本件灯浮標の状況 

2.1.2 及び２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 本件灯浮標は、赤色球形頭標を１個付けた赤白縦じまのやぐら
．．．

形の灯浮標

であり、設置位置が、直島南西方沖の北緯３４°２８.８′、東経１３３°
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５７.７′であり、また、灯質は、明２秒、暗２秒の等明暗白光で、レー 

ダー反射器を備えた直島水道の航路標識であり、本事故時、南西方向に約

５８ｍ移動していた。 

(2) 水先人Ａは、本事故時、Ａ船に乗船後、Ａ船のＥＣＤＩＳ及びＰＰＵで本

件灯浮標を確認し、Ａ船が本件岸壁を離岸後、Ａ船のＥＣＤＩＳ及びＰＰＵ

に表示される航跡を見ながら本件灯浮標を確認し、また、Ａ船が本件灯浮標

に接近した際、船橋の左ウイング及び中央前面部のジャイロコンパス付近か

ら本件灯浮標を目視で確認したことから、水先操船時、本件灯浮標の位置を

把握していた。 

 

3.2.4 気象及び海象等の状況 

2.8.1 及び 2.8.2 から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 本事故時、天気は晴れ、風はほとんどなく、視界は良好であった。 

(2) 潮汐表による備讃瀬戸における本事故当時の潮汐は、潮流が０９時００分

ごろ西流の約２.９kn、０９時５２分ごろ最強潮流の西流の約３.１kn であ

り、また、本事故当時、上げ潮の初期～中央期の中間位で潮高は約９４cm

であった。 

(3)  本事故時、直島北西方沖の本件灯浮標付近の潮流計測値は、０９時００分

～０９時１０分ごろ流向２２１°～２２２°の南西流で潮流が約２.４kn で

あった。 

(4) 水先人Ａは、本件水先人会が作成した潮汐データから、本事故当日１０時

ごろ、本件灯浮標の東方海域の潮流が、西～南西流の約２.５kn に達するこ

とを知っていた。 

(5) 水先人Ａは、Ａ船での水先業務を行う前に、本件灯浮標の東方海域の潮流

調査を行う目的で、Ｂ船に乗船して本件灯浮標付近の東方海域に向かい、船

長Ｂより、本件灯浮標の東方海域の潮流が、Ｂ船の潮流計で西流約２.２kn

である旨の報告を受けていた。 

 

3.2.5 本件灯浮標周辺海域における潮流の状況 

2.8.2(3)、2.8.3、2.8.4、2.9.2、2.9.3 及び２.１０(4)から、次のとおりで 

あったものと考えられる。 

(1) 水先人Ａは、本事故当日１０時ごろ、本件灯浮標の東方海域の潮流が、西

～南西流の約２.５kn に達することを知り、Ａ船での水先業務を行う前に、

本件灯浮標の東方海域の潮流調査を行う目的で、Ｂ船に乗船して本件灯浮標

付近の東方海域に向かい、船長Ｂより、本件灯浮標の東方海域の潮流が、Ｂ
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船の潮流計で西流約２.２kn である旨の報告を受けた。 

また、離岸後、０９時０４分４９秒ごろ、Ｄ船が本件灯浮標の東北東方沖

約２５０ｍにおいて計測した潮流が流向２３０°、流速２.６kn であるとの

報告を受けた。 

(2) 本事故当日、Ａ船は、０９時０５分１６秒ごろ、本件灯浮標の東方約３００

ｍの場所において、南西方に約２.５kn の速力で圧流され、０９時０５分５５

秒ごろ、本件灯浮標の東方約２００ｍの場所において、南西方に約３.３kn

の速力で圧流されていた。 

(3) 海上保安庁刊行の潮汐表及び瀬戸内海水路誌によれば、「潮汐表」潮汐・

潮流表の説明には、標準地点の精度として転流時は一般的に２０分～３０分

以内、最強流速は３０％以内で実際と一致するが、異常な気象等の際は著し

い差を生じることがあるとされている。 

(4) 海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌による、「備讃瀬戸の潮流」の説明には、

随所に島や浅瀬が散在するため、流速や流向は地形によって変化し、島陰な

どでは反流域となり、ところどころで急潮や渦流が発生するとされている。 

(5) 本件水先人会は、上記(3)、(4)の状況を基に、安全対策として潮流表の精

度及び本件灯浮標の東側周辺海域の潮流の特性を踏まえた直島ふ頭ＰＩＣを

作成し、これを使用するよう指示していた。 

 

3.2.6 過去の水先操船による本件灯浮標の接触事故の状況 

２.９から、次のとおりであったものと推定される。 

(1) 水先操船による本件岸壁の離岸後に発生した本件灯浮標の接触事故は、本

事故発生で４回目であった。 

(2) 過去の２回及び３回目の水先操船による本件灯浮標の接触事故は、西又は

南西流約２kn 以上の強潮流の状況下、当時の水先人が、本件岸壁離岸後の

水先操船時、潮流の流向の把握が不十分であった。また、離岸後、本件灯浮

標を避航ができる操船海域まで北進せず、本件岸壁前面の北側付近で左回頭

の操船を行ったことから、西又は南西流の潮流によって回頭速度が減衰でき

ず船体が西方に向って圧流され、姿勢制御ができないまま、船体が本件灯浮

標に向け圧流されたことにより発生した。 

(3) 本事故前の水先操船による本件灯浮標の接触事故（３回目）は、本件水先

人会による事故再発防止対策を周知していたものの、同対策の指針どおりに

水先操船を行わなかったことにより発生した。 
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3.2.7 本件灯浮標接触事故発生における本件水先人会の安全対策の周知 

２.９から、次のとおりであった。 

本件水先人会は、過去２回の本件灯浮標の接触事故が発生した際、再発防止策を

策定して全会員に周知したものの、その教訓が生かされず、３回目の本件灯浮標の

接触事故が発生したことから、再発防止策の再認識を行う目的で平成２８年１０月

２８日、本件灯浮標接触事故に係る安全対策の通知文書を発行し、全会員に周知し

て注意を喚起したものと考えられる。 

 

3.2.8 水先人Ａの本件ＰＩＣによる水先操船計画に関する解析 

2.1.2、2.9.4、２.１０(1)(2)、2.11.1(1)、3.2.1(2)、3.2.6 及び 3.2.7 から、

次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 水先人Ａは、本件岸壁での出港水先操船の経験が３回あったが、前回の出

港水先操船が本事故の約５～６年前であり、また、西～南西流の最強潮流時

での同操船が初めてであった。 

(2) 水先人Ａは、過去の本件灯浮標接触事故を知り、Ａ船が本件岸壁を離岸後、

船橋の中央に立ち、左舷側から本件灯浮標を真西に見るまで北進し、航過後、

徐々に増速しつつ左回頭し、宇野３号錨地方向に定針する等の直島ふ頭ＰＩ

Ｃを使用する本件水先人会の安全対策を知っていた。 

(3) 水先人Ａは、本事故当時、西～南西流の最強潮流の状況下、Ａ船が本件岸

壁を離岸後、北進した場合、潮流の影響から本件岸壁と本件灯浮標の中間付

近に圧流されて本件灯浮標に近づく恐れがあると思い、本件岸壁を離岸後、

北進し過ぎない、本件ＰＩＣの水先操船計画を作成した。 

(4) 水先人Ａは、本事故当日、Ａ船での水先業務を行う前に、本件灯浮標の東

方海域の潮流調査を行い、潮流の状況を確認した後、船長Ｂに対し、事前の

打合せで本件ＰＩＣを提示しながら、本件灯浮標に接近しないよう東寄りに

大回りで通過する旨を伝えた。 

(5) 水先人Ａは、本事故時、Ａ船に乗船後、船長Ａに対し、本件ＰＩＣによる

水先操船計画での操船要領の説明を行った。 

 

3.2.9 離岸操船時のＡ船の針路及び圧流状況に関する解析 

２.１０(3)(4)、２.１２、3.1.1 及び 3.1.2 から、次のとおりであったものと考

えられる。 

(1) Ａ船は、令和２年１０月２０日０９時００分ごろ、本件岸壁を離岸し、 

０９時００分２６秒ごろ～０９時０２分５９秒ごろＡ船の船首及び船尾が本

件岸壁に平行の状態で離岸した。 



- 28 - 

(2) 水先人Ａは、Ａ船が本件岸壁を離岸後、船橋から見える陸上施設の位置及

びＰＰＵに表示される自船の位置、船体の真針路のベクトルから、潮流によ

る圧流の影響の有無を確認し、西～南西流の潮流により船尾方向に下がると

予想していたが、船橋から見える陸上施設の位置が変わらず、ＰＰＵに表示

された船体の真針路のベクトルからも船体の前後移動もあまり感じられず、

潮流の影響がないと思った。 

(3) Ａ船は、０９時０３分ごろ、Ａ船が本件岸壁に平行の状態でＡ船の全長ほ

ど離れ、０９時０３分２４秒ごろ、本件岸壁前面の北側付近で、速力約２.２

kn、左回頭を始めた。 

 (4) Ａ船は、０９時０４分３６秒ごろ、速力約３.９kn、船首方位３１１°で

左回頭が続き、南西流の潮流を右舷真横から受けて圧流される態勢となり、

南西流の潮流によって回頭速度が減衰できず船体が西方に向かって接近し

た。 

(5) Ａ船は、右舵一杯の状態で半速力前進運転とし、Ｂ船及びＣ船がそれぞれ

Ａ船の左舷船首側及び左舷船尾側において３時の方向に全力で押し、姿勢制

御で本件灯浮標に接近しないよう避航を始めたものの、船首が北西方に向い

た態勢で前進しながら、速力最大約５kn で、急速に船体が本件灯浮標の東

方至近に接近し、０９時０７分１９秒ごろ、Ａ船の左舷中央部外板と本件灯

浮標とが衝突した。 

   なお、本件灯浮標は、本事故時、潮流により設置位置の南西方に約５８ｍ

移動していた。 

  

3.2.10 Ａ船の圧流の始まり～本件灯浮標衝突までの水先人Ａの操船に関する解析 

2.1.2、２.１０(6)、及び 3.1.1(3)(4)から、次のとおりであったものと考えら

れる。 

(1)  水先人Ａは、衝突の約２分前、船首が北西方に向いたところで、南西流の

潮流によって回頭速度が減衰できず船体が西方に向かって圧流される状況に

気付き、Ａ船が本件灯浮標に近づいて衝突する危険を感じた。 

(2) 水先人Ａは、本件灯浮標に近づいて衝突する危険を感じたことから、本件

灯浮標を視認しながら右舵一杯の状態で主機を半速力前進運転とし、Ｂ船及

びＣ船がそれぞれＡ船の左舷船首側及び左舷船尾側において３時の方向に全

力で押すよう指示し、姿勢制御を行って本件灯浮標に接近しないよう避航行

動をとった。 

 (3)  水先人Ａは、Ａ船が圧流される状況に気付き、本件灯浮標に近づいて衝突

する危険を感じた際、Ａ船を増速させた場合、Ａ船を押しているＢ船及びＣ
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船が転覆するおそれがあり、また、Ａ船のプロペラを本件灯浮標に接触させ

たくないと思い、Ａ船の増速を避けたことから、有効な舵効を得る速力を得

られず、本件灯浮標への接近を回避することができなかった。 

 

3.2.11 事故発生に関する解析 

  ２.１、3.1.2、3.2.1、及び 3.2.4～3.2.10 から、次のとおりであった。 

(1) 水先人Ａは、本件岸壁での出港水先操船の経験が３回あったが、前回の出

港水先操船が本事故の約５～６年前であり、また、西～南西流の最強潮流時

での同操船が初めてであったことから、Ａ船での水先業務を行う前に、本件

灯浮標の東方海域の潮流調査を行い、潮流の状況を確認したものと考えられ

る。 

(2)  水先人Ａは、本事故時、Ａ船での水先業務を行う前に、本件灯浮標の東方

海域の潮流の状況を確認した上、本件ＰＩＣで水先操船を行うとして船長Ｂ

に本件ＰＩＣを提示し、事前の打合せを行い、Ａ船に乗船後、船長Ａに対し、

本件ＰＩＣによる水先操船計画での操船要領の説明を行ったものと考えられ

る。 

(3) Ａ船は、本事故時、直島北西方において、南西流約２.４～３.３kn の潮

流がある状況下、本件岸壁を離岸後、水先人Ａが、船橋の中央に立ち、左舷

側から本件灯浮標を真西に見るまで北進し、航過しないまま、左回頭を行っ

たことから、南西流の潮流を右舷真横から受ける態勢となり、南西流の潮流

によって回頭速度が減衰できず船体が西方に向かって圧流されたものと考え

られる。 

(4) 水先人Ａは、本事故当時、西～南西流の最強潮流の状況下、Ａ船が本件岸

壁を離岸後、北進した場合、潮流の影響から本件岸壁と本件灯浮標の中間付

近に圧流されて本件灯浮標に近づく恐れがあると思っていたことから、本件

水先人会が策定した安全対策の直島ふ頭ＰＩＣを使用しないで、本件ＰＩＣ

を使用したものと考えられる。 

(5) 水先人Ａは、本事故当日、Ａ船が本件岸壁を離岸後、西～南西流の潮流に

より船尾方向に下がると予想していたが、船橋から見える陸上施設の位置が

変わらず、ＰＰＵに表示された船体の真針路のベクトルからも船体の前後移

動もあまり感じられなかったことから、潮流の影響がないと思い、Ａ船が圧

流される状況に気付くのが遅れたものと考えられる。 

(6)  水先人Ａは、衝突の約２分前、Ａ船が圧流される状況に気付き、本件灯浮

標に近づいて衝突する危険を感じた際、Ａ船を増速させた場合、Ａ船を押し

ているＢ船及びＣ船が転覆するおそれがあり、また、Ａ船のプロペラを本件



- 30 - 

灯浮標に接触させたくないと思い、Ａ船の増速を避けたことから、有効な舵

効を得る速力を得られず、本件灯浮標への接近を回避することができなかっ

たものと考えられる。 

 

 

              ４ 原 因 
 
本事故は、Ａ船が、直島北西方沖において、南西流約２.４～３.３kn の潮流があ

る状況下、本件岸壁を離岸後、水先人Ａが船橋の中央に立ち、左舷側から本件灯浮標

を真西に見るまで北進し、航過しないまま、左回頭を行ったため、南西流の潮流を右

舷真横から受けて圧流される態勢となり、船首が北西方に向いた態勢で前進しながら

船体が急速に本件灯浮標に向けて接近し続け、Ａ船の左舷中央部外板が本件灯浮標に

衝突したものと考えられる。 

水先人Ａが、Ａ船が本件岸壁を離岸後、船橋の中央に立ち、左舷側から本件灯浮標

を真西に見るまで北進し、航過しないまま、左回頭を行ったのは、本事故当時、西～

南西流の最強潮流に達しようとする状況下、Ａ船が本件岸壁を離岸後、北進した場合、

潮流の影響から本件岸壁と本件灯浮標の中間付近に圧流されて本件灯浮標に近づくお

それがあると思っていたことから、本件水先人会が策定した安全対策の直島ふ頭ＰＩ

Ｃを使用しないで、本件ＰＩＣを使用したものと考えられる。 

水先人Ａが、Ａ船が圧流される状況に気付くのが遅れたのは、本事故当日、Ａ船が

本件岸壁を離岸後、西～南西流の潮流により船尾方向に下がると予想していたが、船

橋から見える陸上施設の位置が変わらず、ＰＰＵに表示された船体の真針路のベクト

ルからも船体の前後移動もあまり感じられなかったことから、潮流の影響がないと 

思ったものと考えられる。 

水先人Ａが、有効な舵効を得る速力を得られず、本件灯浮標への接近を回避するこ

とができなかったのは、衝突の約２分前、Ａ船が圧流される状況に気付き、本件灯浮

標に近づいて衝突する危険を感じた際、Ａ船を増速させた場合、Ａ船を押しているＢ

船及びＣ船が転覆する恐れがあり、また、Ａ船のプロペラを本件灯浮標に接触させた

くないと思い、Ａ船の増速を避けたものと考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

本事故は、Ａ船が、直島北西方沖において、南西流約２.４～３.３kn の潮流があ

る状況下、本件岸壁を離岸後、水先人Ａが船橋の中央に立ち、左舷側から本件灯浮標
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を真西に見るまで北進し、航過しないまま、左回頭を行ったため、南西流の潮流を右

舷真横から受ける態勢となり、船首が北西方に向いた態勢で船体が急速に本件灯浮標

に向け圧流され続け、Ａ船の左舷中央部外板が本件灯浮標に衝突したものと考えられ

る。 

したがって、同種事故の再発防止のためには、次の措置を講じる必要がある。 

(1) 直島ふ頭出港時での水先操船を行う水先人は、本件水先人会が策定した安全

対策の指針に従い、直島ふ頭ＰＩＣを使用し、水先操船計画を作成して使用す

ること。 

(2) 本件水先人会は、所属の水先人に対し、安全対策の指針に従って操船するよ

う再度指導すること。また、初めて直島ふ頭出港時での水先操船を行う水先人

や同海域で長年水先を行っていなかった水先人に対し、同海域での水先業務前

に、同海域の水先操船のシミュレーションを行うなど、先任水先人によるフォ

ローアップ研修等を行うことが望ましい。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故等防止策 

本件水先人会により講じられた措置として、本件水先人会は、本事故後、水先人Ａ

に対し、操船シミュレータによる本事故時の条件下等での操船訓練を受講させるとと

もに、本件水先人会が下記の再発防止対策を全会員に周知して注意を喚起し、また、

通知文書に過去の本件灯浮標接触事故の際に周知した再発防止対策及び安全対策を再

掲した。 

 (1)  水先に先立って、対象港等における過去の事故例に基づく再発防止対策等を

参照し、その内容を踏まえた操船を行うこと。 

（海上保安本部の潮流観測結果を勘案し、西流時（荒神島の西方約６００ｍの

流向）においては、過去の再発防止対策のとおり、直島北西方灯浮標東北東海

域に近づくことがないようにすること。） 

  特に長期間水先をしなかったふ頭・岸壁等の離着桟については、必ず、再発

防止対策及び内海諸港着離岸参考図を参照して実際の操船に反映すること。 

(2)  安全対策として本件水先人会が指定した直島ふ頭出港専用のＰＩＣを使用す

ること。 

(3)  ＰＰＵに表示される諸データは、数秒単位程度の時間のずれを生じるなど、

過去の情報であることを再度認識し、過度にＰＰＵに頼った操船をしないこと。 

(4)  潮流に関する情報を収集のうえ精査分析し、船長に提供するべき潮流情報を

ＰＩＣに記載すること。 

(5)  潮汐表記載の潮汐・潮流の精度及び備讃瀬戸周辺海域における潮流の特性を

踏まえた操船計画を立案・実行すること。  
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付図１－１ 事故発生場所概略図 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚓ 

＜真方位２７０°＞ 

Ａ船 
本件岸壁 

直島 

香川県直島町 

Ａ船 

宇野３号錨地 

香川県 

大槌島 

直島 

岡山県 

本件岸壁 

真方位 

＜２７０°＞ 

事故発生場所 

（令和２年１０月２０日 

 ０９時０７分ごろ発生） 

讃岐寺島灯台 

× 

讃岐寺島灯台 

本件灯浮標 



- 33 - 

付図１－２ ＡＩＳ記録（１０秒） 
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